
 

 

 令和５年７月 18 日 

こども家庭庁 

 

第 31 回障害福祉サービス等報酬改定検討チームを開催します 

 
 

第 31 回障害福祉サービス等報酬改定検討チームを以下により開催いたしますの

で、お知らせします。 

詳細については別添資料をご覧いただくとともに、頭撮りを希望する報道関係者

は、別添資料に記載する申込先に電子メールにて御連絡ください。 

 

 

１．日 時  令和５年７月 25 日（火）14：00～16：30 

 

２．場 所  対面及びオンライン会議 

東京虎ノ門グローバルスクエア コンファレンス 

（東京都港区虎ノ門 1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア 4階） 

 

３．議 題   １．関係団体ヒアリング③ 

２．その他 

 
 

こども家庭庁メーリングリストへ公表 

【照会先】 

 こども家庭庁 支援局 障害児支援課 

   福島、木下、川村 

 電話：03-6861-0062 

 E-mail：shougaishien.hourei@cfa.go.jp 
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第 31 回障害福祉サービス等報酬改定検討チームを開催します 

 

第 31回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム（以下「検討チーム」という。）を以下により開

催いたしますので、お知らせします。 

 

１．日 時  令和５年７月25日（火）14：00～16：30  

 

２．場 所  対面及びオンライン会議 

東京虎ノ門グローバルスクエア コンファレンス 

（東京都港区虎ノ門１－３－１ 東京虎ノ門グローバルスクエア４階） 

 

３．議 題   １．関係団体ヒアリング③ 

２．その他 

 

４．傍聴について 

 検討チーム開催の様子を YouTube においてライブ配信にて公開しますので、会場での傍聴はござい

ません。 

 資料及びライブ配信 URL につきましては、７月 25 日（火）10 時までに当省ホームページ

（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_446935_00001.html）に掲載する予定です。 

○ 検討チームの YouTube 配信について 

※ 検討チームの中継（映像及び音声）は委員会の公式記録ではありません。委員会の公式記録（議

事録）は厚生労働省ホームページ内におって掲載されます。 

※ 検討チームの中継の著作権は厚生労働省に属します。なお、配信している画面あるいは内容を

許可なく他のウェブサイトや著作物等へ転載することを禁止します。また、著作権法で許された

範囲を超えた複製を固く禁止します。著作権法で許された範囲内で複製する場合でも、その複製

物を目的外に利用したり、内容を改変することを禁止します。 

○ 頭撮りについて 

報道機関による会議冒頭の頭撮りに限って、会場で写真撮影などをすることができます。頭撮

りを希望する報道関係者は、７月 24 日(月)12 時までに、以下の宛先まで①氏名、②所属、③連

絡先を記載の上、電子メールにて御連絡ください。 

■メール申込先： hyouka-kijyun3@mhlw.go.jp 

令和５年７月 18日（火） 

【照会先】 

厚生労働省社会・援護局 

障害保健福祉部障害福祉課 

自立支援給付専門官 杉渕 (内線 3032) 

評価・基準係長  長谷川 (内線 3036) 

(代表電話) 03(5253)1111 

(直通電話) 03(3595)2528 

 

公  開 
頭撮り可 


